「移民問題」地殻変動の時代
　　　　─「受け入れ」論ラッシュと在留管理強化が意味するもの
渡辺英俊

高まる「移民受け入れ」論の死角

　本格的な人口減少の時代を迎えて、外国人労働力の受け入れが必要になるという認識は、すでに２００５年の｢第３次出入国管理基本計画｣（法務省）にも示されていた。しかし２００６年以降になると、政府・財界すじから相次いで「移民受け入れ」への提言が出されるようになる。主なものを拾うと次のとおりである。

1 「『多文化共生推進プログラム』の提言──地域における外国人住民の支援策について」……多文化共生の推進に関する研究会（総務省）　　2006年3月7日

2 　「人口減少下における雇用対策について」

　　……労働政策審議会建議　(厚生労働省)　　　　　　2006年12月12日　

3 　「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申─さらなる飛躍を目指して─」

　      ……規制改革・民間開放推進会議（内閣府）　　　　　2006年12月25日

4 　「『生活者としての外国人』に関する総合的対策」

……外国人労働者問題関係省庁連絡会議（内閣官房）　　2006年12月25日

5 　「外国人材受入問題に関する第二次提言」

……（社）日本経済団体連合会　　　　　　　　　　　　2007年3月20日

6   「労働市場改革専門調査会　第２次報告」

　　……経済財政諮問会議　（内閣府）　　　　　　　　　　2007年9月21日

7 　「規制改革推進のための3カ年計画(改定)」

　　……規制改革会議　　（内閣府）　　　　　　　2008年3月25日閣議決定

8   「人材開国!　日本型移民国家への道─報告書」

　　 ……自由民主党国家戦略本部　日本型移民国家への道プロジェクトチーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年6月20日
9  「『外国人労働者短期就労制度』の創設の提言」

　　 ……自由民主党国家戦略本部　外国人労働者問題ＰＴ

　　2008年7月22日

10 「人口減少に対応した経済社会のあり方」

……（社）日本経済団体連合会　　　　　　　　　　　2008年10月14日

　大同小異のことが語られているこれらの提言に中で、もっとも大胆に「移民立国」を唱え、「移民国家」「多民族国家」への移行を打ち出ししているのは、「人材開国！　日本型移民国家への道─報告書」（⑧　以下「報告書」）である。そこでは、日本の人口が50年後に3分の2に落ち込むという人口危機から、移民立国への転換による活性化が必要だと説く。そして、人口の10％を移民が占める「多民族国家」に向けて「育成型移民政策」をとることを提言する。それは、若い人材を日本で教育・育成して労働力として受け入れていこうとするものであり、具体的には、2025年までに留学生100万人を受け入れる、農・工・水産高校や職業訓練学校等に「外国人職業訓練過程」を設け、修了生に実技訓練の上、日本での就労を認めるなどの方法による。またこれに応じた日本語教育などの社会基盤の整備も提言されている。

この「報告書」には、われわれＮＧＯが永年提唱してきたことと、少なくとも文言上共通する提言が見られる。たとえば次のような点である。
◇「移民立国」への転換のため、「多民族社会」を作るという「覚悟」を求めている。◇「単純労働者は入れない」という日本政府の方針を支えてきた雇用対策基本方針の　　

見直しを求めている。

◇「移民基本法」「民族差別禁止法」などの制定を求めている。

◇移民に関する施策を実施する「移民庁」の設置に向け、一年以内に内閣府に「外国人材戦略本部」を設置することを求めている。

◇小中学校での多民族共生教育の実施を求めている。

◇難民や人道的配慮を要する外国人の受け入れを求め、年間1000人という数値目標を設定している。

ここに言われていることが実現すれば、少なくとも現状よりは数段の前進であろうと思われる。しかし他方、「報告書」は、従来の政府・財界からの提言と同根の問題を抱えている。以下にそれを列挙してみたい。それによって、前掲諸提言の問題点と限界をも併せて示すことができると思うからである。
（1） 　基本的認識に関わる欠落
基本的に、「日本の人口減少→移民の受け入れの必要→移民立国」という議論の立て方をしている。そこでは、現代世界の移民問題を考える際忘れてはならない次の二つの事実の認識が欠落している。
◇現代世界における大規模な人口移動は、資本主導のグローバリゼーションが造りだした経済格差を原因としており、入管政策のコントロールの限界を超えている。
　　　◇労働力は、どのような入り口から入れようと、結局それを必要としている部門に

吸収される。
この認識に立てば、移民政策において「どういう種類の人間を入れるか」という議論はほとんど意味を持たない。人びとは生存への意志を動因として、仕事のある場所へ移動するからである。政策に求められるのは、動く側と受け入れる側とがスムーズに接触できるよう施策をとること、そして移住して来る人びとの人間としての権利を守ることである。　　　
（2） 　差別的職業観による移民の選別　
「報告書」は、「日本が受け入れるべき移民のカテゴリー」として

①高度人材　②熟練労働者　③留学生　……　⑥投資移民(富裕層)　
をあげている。これは、法務省の「基本計画」を初め、これまで政府・財界から出されてきた提言と何ら変わりがない。特に「高度人材」という用語は、上述の｢第３次基本計画｣にも用いられており、以後、さまざまな提言に採り入れられているが、「低度人材」をアントニムとして成り立ち、「単純労働者」は「低度人材」だという職業差別観を根底においている。「報告書」は事実上これを踏襲しているに過ぎない。

日本の産業構造の現状においては、重層下請け構造の末端におかれたり、発展途上国に立地して安価な労働力を利用できる企業との競争を強いられたりしている国内産業部門の中小零細企業に、強い労働力需要がある。この基本構造が続く限り、どのような制度を作っても労働力はこの部門に流入していく。これまで、就学、興業、研修生・技能実習生などの制度がたどってきた経過は、それを実証している。従って政策の課題は、どういう「人材」を入れるかではなく、このような部門を産業としてどうするかであり、このような産業部門で働く人びとの権利をどう守るかである。とりわけ、外国人であることが不利を招くことがないよう、最大限の施策をとることが必要である。
（3） 人権の視点の欠落
日本国家の都合の側から移民の受け入れを論じるすべての議論に共通しているのは、人権の視点が欠落しているか、または稀薄であることである。移民政策という、人間の移動とそれに伴う異人種・異文化の直接的接触に関わる領域では、人権が最優先課題とされなければならない。「報告書」は、「人口減の時代」「日本の活性化」「移民立国」など、こちらの都合から発想されており、移住してくる人びとの人間としての権利、労働者としての権利、地域住民としての権利をどう守るのかに対し、ほとんど考慮が払われていない。
（4） 出入国管理政策の現状への沈黙
後述のとおり、日本政府の出入国管理は強化の一途をたどってきた。このように繰り返され、継続される敵対的な「外国人管理」のあり方は、「多民族・多文化共生社会」とは逆の方向にある。これに対し一言の言及もないのは、おそらく、このような出入国管理のあり方を容認し、暗黙の前提として移民受け入れ政策を考えているからではないか。強権的管理・監視体制のもとでの「移民受け入れ」は、増大する外国籍住民人口を身動きのできない不自由な状態に押し込め、その権利を抑圧し、生活条件に不当なハンディを課すことになる。
（5） 　同化指向を引きずった「多文化共生」

「報告書」が、多民族・多文化共生社会へ踏み出すことを提言し、われわれが永年提唱してきた「外国人が暮らしやすい社会は日本人も暮らしやすい」というキャッチコピーをほとんど同じ文言で採用していることは歓迎される。
しかし、具体的施策の面では、「日本文明の底力を活かす」べく、国内外における日本語教育を充実拡大することだけが提言されている。多民族・多文化共生社会に欠かせないもう一つの側面は、異なった言語・文化を持って日本社会に定住する人たちを受け入れられるよう日本社会をどう変えていくかのプログラムであり、また移住してくる人びとのアイデンティティを支える母文化・母語の保障である。そのためには、外国籍住民の民族教育への権利をどう保障するかがまず問われる。日本政府は、戦後間もなく朝鮮学校（学級）を公教育体系から閉め出して以来、外国人が自分の子どもたちに民族教育を行うことに何の支援もしてこなかった。この点を不問に付して多民族・多文化共生教育を語ることはできない。母語・母文化の伝達の保障のない「日本語教育」は同化の一環にすぎなくなるからである。　　
（6） 超過滞在者への救済措置の欠落
「報告書」では、オーバーステイだけでも15万人に近い非正規滞在者（他に２万4000人の非正規入国者がいると言われる）の存在がまったく視野におかれていない。この人びとのほとんどは、法律に受け皿がないために違法状態になっただけで、まじめに働いて日本の産業を下支えしてきた。しかし、日本政府はこの人びとを「犯罪の温床」、「治安への脅威」として敵視し、ゼノフォビア（外国人嫌悪）・キャンペーンの標的にしてきた。「報告書」が、あたかもこれから新たに「移民を受け入れる」かのような出発点から政策を考え始め、すでに日本に定住している人たち、とりわけ、5年10年という長い年月、在留資格のないまま働いて経済に貢献し、納税の義務も果たしている人びとへの人道的な救済措置をまったく考えていないのは、足元に大きな穴が開いている観を否めない。

この「報告書」に1ヶ月遅れて、同じ自民党国家戦略本部外国人労働者問題ＰＴから、「『外国人労働者短期就労制度』の創設の提言」（⑨　以下「ＰＴ提言」）が出された。ここでは、これまで多くの弊害が指摘されてきた研修・技能実習制度に代わって、入管法に「短期就労資格」を新設し、職種・業種の制限なく（港湾運送業務と風俗産業等を除く）3年間の就労を認める（ただし同資格による再度の入国は認めない）ことを提言している。

「ＰＴ提言」は、外国人労働者を入れることを原則認めることにより、研修生・技能実習生のような制度上のまやかしを廃止しようとしている。しかし、内容的には、研修制度の開き直りとしか言いようのないものである。ここで提言されているように、労働者を受け入れるに際し、在留資格に更新できない期限を設けることは、職業選択の自由という労働者の基本権を、制度そのものが侵害することになる。このことの帰結は破滅的である。労働者に対し、本人の意志に反して職業を放棄し帰国することを強制するためには、幾重にも強制措置を用意しなければならない。研修生・技能実習生制度を崩壊させたのも、基本的にはこれであった。つまり、送り出し側における多額の保証金、受け入れ側における強制貯金、パスポートの取り上げ、外出の制限、暴力など、帰国を保障するために多くの強制措置を設けなければ制度を維持できず、それが監理団体の利権追求と労働者の権利侵害の温床になった(第3章参照)。「ＰＴ提言」の言う「短期就労者」の受け入れ方式が「団体監理型」を主軸としていることも、研修・技能実習制度を踏襲しており、制度崩壊の先行きが見えている。

なお、先に挙げた諸提言のほとんどが支持している、看護・介護労働者の受け入れは、ＥＰＡ（２国間経済連携協定）の締結により実施段階に入った。「ＰＴ提言」は、将来的にはこれを「短期就労者」制度と合流させることも考えている。しかし、看護・介護労働の現場は、今後重要性を増す職業領域であるにもかかわらず、適切な政策を欠くために劣悪な労働条件を強いられているのが実情である。そのことを放置して、悪条件のために生ずる労働力不足を、制限の多い条件で海外から労働力を入れて補おうとするのは、現行の研修・技能実習制度や、「PT提言」の短期就労制度が内包する弊害を、いっそう先鋭に露呈させるものとなる恐れがある。
いずれにせよ、政府与党機関から出された二つの提言（「報告書」と「PT提言」）は、激動する政治情勢の中では先行き不透明であり、政策としても重大な欠陥を含んではいるが、これが出されたことに深い意味がある。それは、時代の現実がそれだけの危機感を与え、政府与党もそれに対応せざるを得ない状況になっていることを意味するからである。ここには、「移民」問題をめぐる大きな地殻変動の兆しが見て取れると思う。
「管理強化」への逆走

こういう時代の動きとウラハラに、実施される政策は、出入国・在留管理の強化、締め付けの方向へ逆走してきた。そこにあらわになっているのは、外国人労働力の受け入れが不可避となる時代に備えて、その選別と管理を徹底させようとする政策意図である。これに基づいて、外国人にかかわる治安管理政策が、特に出入国管理の側面で突出先行して進められてきた。霞ヶ関は、自分が造り出したゼノフォビア（外国人嫌悪）の偏見の亡霊にみずからおびえて、時代に逆行する排外政策を次々に打ち出しているようにさえ見える。
ここ数年の動きを列挙してみると次のようになる（旗手明「確立される外国人管理のインフラ」（Migrant’s-ネット　2008年6月号）参照）。
1 スカイ・マーシャルの実施（2004年12月）

日本の航空機でハイジャック等が起こった場合を想定し、その制圧を任務とする警察官が、航空機に警乗する。

2 旅館業者による外国人宿泊客の本人確認の強化（2005年4月）

旅館業法施行規則の改定により、パスポートによる本人確認を義務づけ、写しをとるよう行政指導した。

3 航空機・船舶等運送業者に対する乗客のパスポート確認の義務化(2005年6月)

入管法の改定により、罰則を伴って義務化した。　
4 外国入管当局への情報提供(2005年6月)

入管法の改定により、「不法滞在」や「テロ対策」を有効なものとするため、外国の入管当局と情報を交換できるよう、法を整備した。

5 ＩＣパスポートの導入（2006年3月施行）

　　　旅券法の改正により、ＩＣチップを埋め込んだパスポートが採用された。ＩＣチップには、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の国際規格に定められた情報が記入される。

6 退去強制事由にテロリスト認定を追加(2006年施行)

入管法に、「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を行うおそれがあると法務大臣が認める者を退去強制することができる規定を追加した。

7 事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）の導入(2007年2月施行)

日本に入る船舶等の長に対し、乗員・乗客の情報を出入国港の入国審査官にあらかじめ報告することを、罰則を伴って義務づける規定を入管法に追加した。

8 外国人雇用状況届け出制度(2007年10月施行)

雇用対策法の改定により、「不法就労」の防止を主な目的として、外国人を雇用するすべての雇用者に、雇用状況の報告が義務づけられた。

9 日本版ＵＳ－ＶＩＳＩＴの導入(2007年11月施行)

日本に入国するすべての外国人（特別永住者、16歳以下などを除く）に、個人識別情報（当面顔写真と指紋）の提供を義務づけ、電子情報化して法務大臣が造っておく「テロリスト」などのリストと照合し、該当者を上陸拒否できるようにした。

10 　「在留カード」制度への切り替え（2008年3月提言）

外国人登録法と外国人登録制度を廃止し、外国人の在留情報を法務省が一元管理する「在留カード」制度に切り替えるが構想が、第5次出入国政策懇談会(法務省)によって出されている（「新たな在留管理制度に関する提言」）。

これらの多くは、「テロ対策」を名目として打ち出されたものであり、「外国人」の中に「テロリスト」がいるという偏見に貫かれている。そこでは、いったんすべての外国人に嫌疑をかけた上でその中で「善良な外国人」と「好ましくない外国人」とを選別するという手法がとられている。自国民以外人びとに特定したこのような締めつけ政策は、単に出入国の場面で相互信頼を傷つけるだけでなく、国内での社会生活のあらゆる場面でゼノフォビア（外国人嫌悪）を浸透させ、人権侵害の「温床」をつくり出す。それは、外国籍人口の増加が避けられない社会にあっては大きな摩擦の種となり、喧伝される「テロリストの脅威」よりもはるかに現実的な社会的脅威となるであろう。米国のブッシュ政権によって先導された「対テロ戦争」という旗印に便乗して、外国人に対する管理・締め付けを強化しようとする流れは、ヨーロッパ諸国にも広がる気配を見せているが、日本政府はその先頭に立って、米政府の採用する制度にいち早く追随している。これは、日本社会の将来に禍根を残すものと言わねばならない。

また、外国人雇用状況届出義務（⑧）や在留カード制度（⑩）は、「好ましくない外国人」であるオーバーステイ外国人を締め出すことを目的の一つとして施行または構想されている。しかし、「テロリスト」の場合と同様、ターゲットを囲い込んで選別排除するためには、それ以外のすべての外国人をも網に掛けねばならず、外国人の雇用や在留に無用の重荷を負わせることになる。もともと、オーバーステイ外国人の存在そのものが、本人の責任よりも法の不備にある。このことを忘れたこれらの制度は、いたずらに外国人に対する不信を煽る結果になるだけである。

このような無理押し政策の背後には、「外国人」にかこつけて情報管理システムを構築し、いずれは日本人を含むすべての住民の情報を一元的に管理できるように拡げようとする意図が見え隠れする。人権に関しては、外国人だからと見逃していると、いずれ日本人にも降りかかってくると知っておかねばならない。

新たな提言に向けて

移住労働者と連帯する全国ネットワーク（移住連）は、加盟団体の20年を越える人権支援の経験をもとに、外国人政策のあり方を提言してきた。

　　「多民族・多文化共生社会にむけて─包括的外国人政策の提言」　　　　　2002年

　　「外国籍住民との共生にむけて─NGOからの政策提言」　　　　　　　　　2006年
2006年版は2002年版をもとに、解説を一般向けにわかりやすく書き直し、単行本として出版したものである。これが増刷分まで完売し、追加注文が相次いでいるが、上述のような情勢の変化があって、旧版の増刷では間に合わなくなった。そこで、情勢の激変を受け止めながら、内容をアップデイトした2009年改訂版を準備した。これが新年早々に出版される予定である。人権支援の現場からの具体的な提言として、「移民受け入れ」に向かう時代に対して、的確な方向を指し示したいと願っている。
　　　　　　（カラバオの会機関誌　ＫＡＬＡＢＡＷ　2008年10月号所載）
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